
2020年6月25日

東京都港区芝二丁目６番１号

株式会社 長谷工リアルエステート

代表取締役 河本 順

貸借対照表(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 9,441,876 流 動 負 債 2,171,557

現 金 及 び 預 金 753,345 営 業 未 払 金 439,405

営 業 未 収 入 金 1,792 未 払 金 440,792

販 売 用 不 動 産 8,249,008 未 払 費 用 421,010

不 動 産 事 業 支 出 金 256,074 未 払 法 人 税 等 118,851

前 払 費 用 69,771 未 払 消 費 税 等 146,182

そ の 他 111,886 前 受 金 190,284

不 動 産 事 業 受 入 金 96,925

預 り 金 73,658

賞 与 引 当 金 212,992

リ ー ス 債 務 22,959

そ の 他 8,499

固 定 資 産 940,487 固 定 負 債 3,374,261

有形固定資産 242,373 長 期 借 入 金 3,200,000

リ ー ス 債 務 38,768

建 物 160,952 退 職 給 付 引 当 金 8,739

備 品 12,273 資 産 除 去 債 務 16,929

土 地 14,685 役 員 株 式 給 付 引 当 金 21,825

リ ー ス 資 産 54,465 株 式 給 付 引 当 金 70,333

預 り 保 証 金 17,666

無形固定資産 96,662 5,545,817

純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ ェ ア 95,189

ソ フ ト ウ ェ ア仮 勘定 1,473 株 主 資 本 4,835,060

投資その他の資産 601,451 資 本 金 100,000

差 入 保 証 金 66,210 利 益 剰 余 金 4,735,060

差 入 有 価 証 券 140,396 利 益 準 備 金 25,000

入 室 保 証 金 109,208 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,710,060

長 期 前 払 費 用 2,834 繰 越 利 益 剰 余 金 4,710,060

繰 延 税 金 資 産 282,804 (当 期 純 利 益) (1,095,121)

評価・換算差額等 1,486

その他有価証券評価差額金 1,486

4,836,545

10,382,363 10,382,363

第２６期決算公告

資 産 合 計 負債及び純資産合計

負 債 合 計

純 資 産 合 計



個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準及び評価方法

(１) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）。

(２) たな卸資産

販売用不動産、不動産事業支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）。

なお、販売用不動産のうち賃貸に供している物件については、

有形固定資産に準じて減価償却を行っております。

２．固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）、並びに2016年4月1日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。

(２) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における利用可能期間（5年）に基づく、

定額法を採用しております。

(３) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

３．引当金の計上基準

(１) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。

(２) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える為、当事業年度末における

退職給付債務の見込額を要支給額基準にて計上しております。

なお、計算方法は簡便法を用いております。

(３) 株式給付引当金 株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の

給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込

額に基づき計上しております。

(４) 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株

式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の

見込額に基づき計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(１) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(２) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。


